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１ 経営計画の策定と見直し 

(１)経営計画の策定 

本市の船舶事業は、桜島・大隅地域の人口減少や東九州自動車道※延伸等の影響に

よる輸送量の減少など、厳しい経営環境にあります。特に、令和２年度以降、新型コ

ロナウイルス感染症※の拡大により、旅客人員、車両台数が大幅に減少するなど経営

環境が大きく変化しました。このように先を見通しにくい状況の中、健全経営を目指

し、３年度に４年度から１３年度の１０年間を期間とする第２期鹿児島市船舶事業経

営計画を策定しました。 

 

(２) 経営計画の見直し 

近年、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、輸送量も回復してきましたが、

収入の柱である車両輸送量は計画策定時の予想をいまだ下回っています。 

４年度以降、経営計画に基づく経営改善の取組を進めてきましたが、物価高騰等

の影響で支出も増加傾向にあり、収支のマイナスが続いています。 

この間、減船や職員削減等による支出削減に取り組んだほか、６年７月に運賃改定

を実施したことで一定の収支改善効果は得られましたが、輸送量の減少等による純

損失が続き、資金不足が深刻化しています。このままでは、１１年度には資金不足比

率※が経営健全化基準の２０％以上になり経営健全化団体に指定されることが懸念

されます。経営健全化団体に指定された場合、経営改善に向けたより厳しい対策の実

施が必要になることから、運賃や輸送体制、運航ダイヤへの影響も懸念されます。 

このような事態を回避するため、経営計画の見直しを当初予定していた８年度から

７年度に１年前倒しして実施し、新たな対策に取り組みます。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、今後の経営状況を随時検証し、経営の健全化を図る中で船舶事業を進展

させていくため策定するものです。 

また、第六次鹿児島市総合計画※（令和４年度から１３年度）の個別計画として位

置付けるとともに、国が「公営企業の経営に当たっての留意事項」（平成２６年８月２

９日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知）において示している将来にわたって

安定的に継続していくための中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」※として

も位置付けるほか、中期財政計画としても位置付けています。 

 

３ 計画期間 

 

 

本計画の期間は、第六次鹿児島市総合計画と同様に令和４年度から１３年度までの

１０年間とし、必要に応じて見直しを行います。 

 

計画期間： 令和４年度 ～ １３年度（２０２２年度～２０３１年度） 
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４ 計画とＳＤＧｓとの関連付け 

第六次鹿児島市総合計画においては、策定にあたって、ＳＤＧｓの視点を取り入れ

ています。第六次鹿児島市総合計画の個別計画である経営計画についても、第六次鹿

児島市総合計画との整合性を図るため、経営計画の重点取組項目において、ＳＤＧｓ

のゴールを関連付けます。 

 

 

◆ＳＤＧｓとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、

２０１５（平成２７）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

２０３０アジェンダ」に記載された２０１６（平成２８）年から２０３０（令和１２）

年までの国際目標です。 

◆持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、１７のゴールと１６９のターゲ

ットが掲げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓとは 
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【本計画に関わりの深いゴール】 
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５ 船舶事業の役割 

桜島フェリーは、昭和９年、旧西桜島村の村民の生活航路、通学航路として事業を

開始して以来、桜島地域と市街地のみならず、薩摩・大隅両半島を結ぶ海上交通機関

として、総合的な交通体系の中に位置付けられ、本市の観光振興と地域の活性化に寄

与するとともに、災害時には救難船舶としての役割を果たしています。 

また、桜島港フェリーターミナルは、地域の賑わい創出の拠点や避難所としての役

割も担っています。 

 

(1) 市民生活や物流を支える  

① 生活航路としての役割 

桜島フェリーは、薩摩・大隅両半島を結ぶ交通手段であり、安心・快適に移動で

きる交通機関として桜島地域や垂水市、鹿屋市をはじめとする大隅地域の住民の通

勤通学、通院など生活航路としての役割を担っています。 

これからも人口減少や高齢化などの社会構造の変化に柔軟に対応しながら、その

役割を担うことが求められています。 

 

② 薩摩・大隅間の物流を支える役割 

桜島フェリーは、運輸・各種サービス産業等の企業活動をはじめとした薩摩・大

隅両半島の物流を支える役割を担っています。 

近年、大隅半島の広域交通体系の整備が進み、平成２６年１２月の東九州自動車

道の曽於弥五郎ＩＣと鹿屋串良ＪＣＴ間の開通以降、利便性の高まった高速道路利

用への転換が顕著となり、特に桜島フェリーを利用する貨物車両台数は減少傾向に

あります。 

フェリーの利用促進については、温室効果ガスの排出量削減効果や長時間運転に

よるドライバーの疲労軽減などのメリットがあることから、これからも物流に寄与

する交通機関としての優位性を高めていく必要があります。 

 

【参考】              車両台数             単位：台 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

トラック 76,100 71,481 68,985 60,479 55,012 
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③ 救急医療を支える役割 

桜島フェリーは、桜島・大隅地域から鹿児島市内の医療機関へ年間約４００件救

急車両を搬送しており、桜島・大隅地域からの迅速な搬送や医療の地域格差の解消

に大きく貢献しています。 

特に夜間は、ドクターヘリ※が運航していないことから、鹿児島市街地に搬送す

る場合に桜島フェリーが必要とされており、令和７年１０月からの深夜便の停止後

も救急車などの緊急車両等の輸送に対応できる体制を維持します。   

 

【参考】              救急車両輸送量           単位：台 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

鹿児島市 318 337 370 395 353 

垂水市 46 31 40 36 36 

大隅肝属地区 21 29 41 42 54 

合計 385 397 451 473 443 

 

(2) 観光振興（交流人口の創出）  

桜島地域は、全域が桜島・錦江湾ジオパーク※のエリアに含まれ、大部分が霧島錦

江湾国立公園に指定されており、国内外から観光客が訪れる鹿児島市の代表的な観

光地です。桜島フェリーは、鹿児島中央駅等の主要交通拠点と桜島地域や大隅地域

の観光施設、イベント会場等を結ぶ重要な二次交通となっております。 

また、貸切船をはじめ、令和５年度から開始したイベントクルーズ「錦江湾ナイ

トクルーズ」※は、洋上から桜島や錦江湾の雄大な景観を楽しむことができる新たな

観光コンテンツとして、多くの方々に利用されています。 

 

【参考】貸切船・錦江湾ナイトクルーズ運航実績の推移                      

 

 

 

 

 

 

 

貸切船：昭和５３年度運航開始 錦江湾ナイトクルーズ：令和５年度運航開始 

 

 

 

 

年度 運航回数 乗船者数 乗船者数 運航回数 備考

２年度 1回 179人 － － －

３年度 4回 650人 － － －

４年度 15回 2,714人 － － －

５年度 20回 6,244人 1,519人 3回 夏2回、秋1回

６年度 12回 3,075人 1,474人 3回 春1回、夏2回

　貸切船 錦江湾ナイトクルーズ



6 
 

 (3) 災害対策  

桜島フェリーは、鹿児島市地域防災計画※において救難船舶として位置付けられて

おり、桜島火山大規模噴火時に係る避難計画において指定された避難港１９箇所につ

いて、災害時に備えて離着岸訓練を実施しています。 

 

(4) 地域のにぎわい拠点  

桜島港フェリーターミナルは、桜島地域と市街地との中継施設として、展望スペー

スやカフェ、授乳室、多目的トイレなどを完備し、バリアフリー※にも配慮した施設

となっています。ＪＮＴＯ外国人観光案内所※のひとつである桜島観光案内所（桜島

コンシェルジュセンター）が設置されるなど重要な交通結節点にあり、桜島地域の交

流・情報発信の拠点として高いポテンシャルを有しています。このようなターミナル

内のコミュニティスペースやイベント広場等を、地域コミュニティ等に活動の場とし

て活用してもらうなど、地域のにぎわい拠点としての役割を期待されています。 
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６ 船舶事業のこれまでの取組 

(1) 安全運航体制の推進  

① 安全運航の推進等 

平成２０年度に安全管理システム※の運用を開始し、内部監査及び研修等を実施

しながら、安全運航の維持を図っています。 

また、令和２年度に安全運航推進室を設置し、安全運航体制、指揮命令系統の強

化を図りました。 

 

② 危機管理体制の強化 

安全管理規程で、地震防災対策基準及び台風来襲による船舶局対応マニュアル等

を定め、非常時の対応強化を図りました。また、火山災害対策については、避難港

での離着岸訓練を実施し習熟を図り、避難港設備等については関係機関と連携し、

保全に努めました。 

 

(2) 乗客サービスの向上  

① お客様の視点に立ったサービスの提供 

お客様の視点に立ったサービスの提供を図るため、船員や車両誘導などに携わる

職員等の接遇の向上に努めました。また、モニター制度やご意見箱などを通じ、利

用者からの意見を把握するとともに、乗船者に対するアンケート調査結果や、時間

帯毎の乗船データを分析し、サービスの向上に努めました。 

平成３０年度に利便性向上と利用促進を図るため、クレジットカード及び交通系

ＩＣカード※での運賃支払いができるシステムを導入しました。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、その対策として、船

内の定期的な消毒や換気に努めたほか、ターミナル内でのソーシャルディスタンス

※確保を目的としたＩＣカード処理機増設などの整備を進めました。 

  さらに、４年度は、キャッシュレスシステムにタッチ決済機能を導入したほか、 

６年度からはクレジットカード決済における交通タッチ決済の機能を導入したこ

とで処理スピードが速くなるなど、利便性の向上を図りました。 
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(3) 経営健全化の推進  

① 組織の活性化と人材育成 

令和２年度に安全運航推進室を設置し（再掲）、指揮命令系統をより強化すると

ともに、船舶ごとに海事職の船舶担当主幹を配置することにより、各船の責任体制

及び運航班相互の情報交換、連携を強化し、安全運航の向上を図りました。 

 

② 財源の確保 

桜島港施設整備計画に基づき桜島港フェリーターミナル等の施設整備を進め、そ

の財源として国補助金や企業債を確保しました。 

また、今後の財政見通しを踏まえ、令和元年１０月に運賃等の改定（改定率 

２１．５７％）を実施したほか、２年度から、地域公共交通確保維持改善事業費補

助金※や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金※等を活用し、財源の確

保を図りました。 

さらに、６年度は経営の健全化を図り持続的な事業運営を推進するため、７月に

運賃等の改定（改定率１９．８２％）を実施しました。 

 

③ 増収対策 

桜島フェリーを積極的にＰＲすることによる定期航路の利用促進のほか、関係機

関と連携し、関西、首都圏への教育旅行誘致のセールスを継続的に実施しました。 

また、令和５年度は、民間事業者と連携し錦江湾ナイトクルーズを運航するとと

もに、マリンポートかごしまに寄港するクルーズ船の乗客を鹿児島港や桜島港に輸

送する二次交通に取り組むなど、アフターコロナの利用者増に繋げる取組を行いま

した。 

７年度は、海外直行便の再開や仙厳園駅の開業など国内外からの観光客の増加が

見込まれることから、九州ＭａａＳ※を活用したデジタルチケット※の造成や関係部

局等と連携し桜島への島内誘客に係る企画等を検討しました。 

 

④ 経費削減策 

各船舶において、ＧＰＳ※を活用した基準航路及び基準回転数を遵守した運航の

ほか、深夜時間帯等における省エネ運航に取り組みました。  

５年４月からは、５隻から４隻に減船し、平日１０２便、土日祝日１１２便に減

便し、１３班による運航体制を１１班体制とするなど、効率的なダイヤと運航体制

へ見直すとともに、定期便の運航を確保するため、よりみちクルーズ※や納涼船事

業を廃止するなど、燃料費や人件費等の削減に取り組みました。 

さらに、２４時間運航については、近年利用者が減少しており、採算性が低く経

営上の課題となっていたことから見直すこととし、７年１０月から救急体制等を確

保したうえで、深夜帯の一部を減便しました。 
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(4) 環境に配慮した効率的な施設等の整備  

① 環境に配慮した施策の推進 

桜島港周辺は、自然公園法による普通地域に指定され、また、鹿児島市景観計画

において、景観形成重点地区候補地として位置付けられていることから、桜島港フ

ェリーターミナルの建替え（平成３０年３月供用開始）、バースの整備（令和２年

３月供用開始）にあたっては、周辺環境と調和し、桜島観光のエントランスにふさ

わしい、海からの眺望に配慮した景観形成を図りました。 

また、船舶のプロペラ等に海洋生物を付着させない環境にやさしい防汚性に優れ

た塗料を使用し、推進効率の向上並びに、環境負荷の低減を図りました。 
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７ 船舶事業の現状と課題 

(1) 船舶事業を取り巻く社会情勢  

① 人口減少及び進行する高齢化社会 

桜島・大隅地域は、人口減少や高齢化が進行しており、今後もその傾向が続く

ことが予想されることから、通勤・通学・通院・買い物などの地域住民によるフ

ェリー利用は旅客・車両ともに減少し、高齢者の利用割合が高くなっていくこと

が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）鹿児島県：「大隅地域 地域振興の取組方針」作成に係る地域懇親会  

資料 1「大隅地域の現状・課題」（Ｈ３０） 

図２ 年齢３区分別人口と人口割合（大隅地域振興局管内） 

223,828 

220,650 
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図１ 桜島・大隅地域の人口の推移

大隅人口 桜島人口

(単位：人) 大隅 桜島(単位：人)

図１資料：桜島地域の人口（住民基本台帳人口）、大隅地域の人口（鹿児島県推計人口） 
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② 東九州自動車道の延伸・大隅縦貫道の開通 

 東九州自動車道の曽於弥五郎ＩＣから鹿屋串良ＪＣＴへの延伸と大隅縦貫道※が

開通した平成２６年１２月以降、貨物トラックをはじめとする車両の多くが高速道

路利用にシフトし、車両台数の減少が続いています。 

 また、令和３年７月には鹿屋串良ＪＣＴと志布志ＩＣ間も開通しています。 

このような高速道路等の利便性向上に加え、大隅地域の人口減少等の要因が運航

収益の約８割を占める車両利用の減少につながっていると考えられ、これらのこと

が今後の事業運営に大きな影響を与えると予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 

5 年度 

令和 

6 年度 
増減率 

野方～曽於弥五郎 

（東九州自動車道） 8,950 8,942 ▲0.1% 

桜島 

（一般国道 224 号） 5,208 5,100 ▲2.1％ 

野方 IC 

（資料）直轄トラカン交通量集計 
 

（単位：台/日） 

鹿屋串良 JCT 

大崎 IC 

志布志 IC 

曽於弥五郎 IC 

※国土地理院ウェブサイトからダウンロードし
た地図データをもとに鹿児島市船舶局が作成 

 

末吉財部 IC 

笠之原 IC 

平成 26年 12 月開通 
 
令和 3 年 7 月開通 
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図４ 外国人宿泊観光客数の推移
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図３ 入込観光客数・宿泊観光客数の推移

入込観光客数 宿泊観光客数

(単位：千人) (単位：千人)

③ 観光需要の回復見込 

本市の観光需要を観光客数でみると、新型コロナウイルス感染症拡大時は、外国 

人を含めた観光客数は大きく減少しましたが、感染症収束後は段階的に回復し、 

６年には同感染症拡大前の元年の水準まで回復しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）R7.7 市観光統計 

（資料）R7.7 市観光統計 

(単位：千人) 
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【参考】           宿泊観光客数       （単位：千人） 

 
 ※観光庁ＨＰ内「宿泊旅行統計調査」及び、鹿児島市観光統計をもとに作成。 

 

④ 重油価格の高騰・船体の維持管理費の上昇 

船舶燃料であるＡ重油価格は、新型コロナ禍からの経済正常化やロシアによる

ウクライナへの軍事侵攻の長期化、中東を含む世界情勢の動き等による原油価格

の変動に加え、円安の影響を受けることもあり不安定な状況にあります。なお、

長期的に価格は上昇傾向にあります。 

また、船体部品のユニット化による交換経費の増や、保守業務に係る人件費の

上昇など今後、船体の維持管理費も上昇していくことが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）輸入原油ＣＩＦ価格：資源エネルギー庁ホームページ※暦年実績 

  なお、Ａ重油購入価格は船舶局の購入実績※年度実績 

令和６年 令和５年 増減

659,065 617,475 6.7 %

うち日本人 494,602 499,724 ▲ 1.0 %

うち外国人 164,463 117,751 39.7 %

8,379 8,153 2.8 %

うち日本人 7,759 7,791 ▲ 0.4 %

うち外国人 620 362 71.3 %

4,020 3,779 6.4 %

うち日本人 3,636 3,562 2.1 %

うち外国人 384 217 77.0 %

全国

鹿児島県

鹿児島市
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図５ 輸入原油ＣＩＦ価格とＡ重油購入価格の推移

輸入原油CIF価格 Ａ重油購入価格

(単位：円/バレル) (単位：円/リットル) 
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⑤ 温室効果ガス排出量の削減 

国土交通省のＨＰによると、令和元年度における日本の二酸化炭素排出量のう

ち、運輸部門からの排出量は１９．２％を占めています。  

鹿児島市においても、３年度は３２．４％を占めていることから、環境負荷の

小さい電気自動車等の導入促進、公共交通の利用促進、船舶の省エネ対策等によ

る運輸部門の脱炭素化を推進していく必要があります。 

今後、桜島フェリーにおいても省エネ運航を継続するとともに、新技術に関す

る情報収集など、長期的な視点で調査研究を進めることが必要です。 

 

(2) 経営状況  

① 輸送量の推移  

過去１０年間の輸送量の推移を見ると、平成２６年１２月の東九州自動車道延

伸や大隅縦貫道開通、２７年８月の桜島噴火警戒レベルの引き上げなどの影響に

より２７年度に旅客、車両とも大きく減少しました。 

その後は３０年度にかけて東アジアからの定期航空路の開設等によるインバウ

ンド※の増加や大河ドラマ「西郷どん」放映の効果もあり、やや改善しましたが、

令和元年度末から新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け始め、輸送量は大

きく減少し、特に２年度及び３年度の実績は大きく落ち込みました。 

４年度以降は感染症収束に伴い緩やかな回復傾向にあるものの、長期的には減

少が続いており、６年度の輸送量を高速道路開通前の平成２５年度に比べると旅

客人員は２４．７％減、車両台数は３７．５％減となっています。 

次に桜島フェリーの利用状況を見てみると、運輸関連企業等、ビジネス利用が多

い後納契約による車両輸送は、平成２６年度３０，０１５台に対し、令和６年度

は１１，３８０台で、６２．１％減と大きく減少しています。 

一方、観光目的での利用は、船舶局で６年度にレンタカーや県外ナンバー車両の

乗船状況を調査した結果から、概ね３割程度と見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千人) (単位：千台) 
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図６ 輸送量の推移
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【参考】 桜島フェリー鹿児島港・桜島港での平日及び休日に 

    おける観光客等車両調査の結果（令和６年１０～１１月実施） 
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図７ 車両台数に占める普通車と軽自動車等の割合

軽自動車・コンパクトカー（3m-4m未満）

普通車（4m-5m未満）

(単位：％) 

県外 鹿児島

（１）土日

台数 2,222台 764台 338台 141台 255台 30台

構成率 100.0% 34.4% 15.2% 6.3% 11.5% 1.3%

（２）平日

台数 1,414台 409台 133台 88台 164台 24台

構成率 100.0% 28.9% 9.4% 6.2% 11.6% 1.7%

輸送台数
レンタカー

バス
観光客等
車両合計

県外
ナンバー
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図９ 繰越利益剰余金（△累積欠損金）の推移

② 財政状況 

平成２７年度以降、収益の減少に対処するため、運賃改定を令和元年度及び 

６年度に実施したほか、５年度には減船によるダイヤ改定を実施しました。 

しかしながら、輸送量の減少が続いており、６年度は約１億円の純損失となっ

たほか、累積欠損金も約２８億６，０００万円に上るなど、引き続き厳しい経営

状況にあります。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

また、年度末資金残高については、平成２６年度までは概ね堅調に推移してい

ましたが、２７年度以降、純損失が続いたことから、２６年度末に約１１億円あ

った資金は年々減少し、令和３年度末にマイナスに転じ、３，４００万円の資金

不足が生じました。 

なお、同年度以降、新型コロナウイルス感染症に係る特別減収対策企業債※を発

行することで資金を確保できたため、６年度末時点の資金残高は、 

約１億８，０００万円となっています。 
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図８ 損益収支の推移(単位：百万円) 

(単位：百万円) 
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今後、経営が改善しない場合、資金不足比率が経営健全化基準である２０％以

上となることも懸念されます。 

経営健全化団体に指定された場合、経営健全化計画※を策定し、さらなる経営改

善策に取り組まなければなりません。 

持続可能な事業運営を継続するための経営改善は喫緊の課題です。 
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図１０ 年度末資金残高の推移

△34

(単位：百万円) 
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(3) 計画で取り組むべき課題  

船舶事業の役割や社会情勢の変化、経営状況等を踏まえ、この計画で取り組むべき

課題を以下のとおり整理しました。 

①  事故防止等の対策 

安全管理システムに基づき航行の安全を最優先した行動や技術の高度化に努め

るほか、技術面における知識や船舶におけるインシデント情報※を局全体で共有し、

職員の安全意識及び資質の向上を図るとともに、事故防止対策や船内火災などの

様々な緊急事態を想定した対策を充実することが不可欠です。 

 

②  資金不足の解消 

平成２７年度から純損失が続く中、令和２年度及び３年度に新型コロナウイルス

感染症拡大の影響を受け、輸送量が大幅に減少し収益が大きく落ち込み、大幅な純

損失となりました。４年度以降は徐々に回復しているものの、依然としてコロナ前

の水準には達しておらず、極めて厳しい経営状況が続いています。一層の増収対策

や徹底した経費削減に取り組むなど資金不足の解消が急務となっています。 

 

③ 収益確保に向けた取組 

桜島・大隅地域の人口減少や少子高齢化の進行、東九州自動車道との競合等に

より輸送量が減少しており、新たなニーズの掘り起しや情報発信、付加価値の高

いサービスの提供など、収益力を高めていく取組が必要です。 

今後は、海外直行便の再開や仙厳園駅の開業など国内外からの観光客の増加が

見込まれることから、桜島フェリーを積極的にＰＲすることによる定期航路の利

用促進のほか、特に収益の柱である車両乗船を増加させる取組が必要となってい

ます。 

 

④ 災害等での救難対応 

桜島の大規模噴火等に備えるため、船舶局では桜島火山爆発総合防災訓練への参

加及び避難港での離着岸訓練等に取り組んでいますが、さらに災害に備えた対策を

関係機関と連携を図りながら強化する必要があります。 

 

⑤ 環境保全への取組 

公共交通機関の利用は温室効果ガス排出量削減に繋がることから、輸送効率に優

れたフェリーについても、その利用促進を図る必要があります。 

また、引き続き省エネ運航等に努め、環境に配慮した取組を推進していくことが

重要です。 
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８ 経営理念  

 

『安全で快適な運航、効率的で持続可能な事業運営』 

 

私たち鹿児島市船舶局は、利用者の方々が安心して利用いただける安全で快適な運航

を使命とし、桜島・大隅地域の生活や物流を支えるとともに、環境にやさしい海上交通

機関として、将来にわたり効率的で持続可能な事業運営を実現します。 

 

９ 基本目標及び目標指標 

計画で取り組むべき課題を踏まえ、下記の５項目の基本目標を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶事業を取り巻く社会情勢 

（人口減少、温室効果ガス削減等） 
３ 乗客サービスの向上 

船舶事業の現状 

船舶事業の役割 

（生活、物流、観光、災害対策等） 

経営状況 

（業務量の減、厳しい財政状況） 

事故防止等の対策 

資金不足の解消 

収益確保に向けた取組 

計画で取り組むべき課題 

１ 安全運航の推進 

災害等での救難対応 

２ 効率的で持続可能な経営の実現 

環境保全への取組 

４ 地域防災対策の強化 

５ 環境にやさしい施策の推進 

基本目標 

基本目標１ 安全運航の推進 

経営の根幹である安全運航を職員一丸となって推進します。 

基本目標２ 効率的で持続可能な経営の実現 

市民の生活や物流を支え、市民の財産である桜島フェリーの運航を継続するため、 

収益の確保と徹底した経費削減を推進し、効率的で持続可能な経営を実現します。 

基本目標３ 乗客サービスの向上 

市街地と桜島・大隅地域を結ぶ海上交通機関として人々が行き交い、にぎわいあ 

ふれる取組を推進するとともに、質の高い快適なサービスを提供します。 

基本目標４ 地域防災対策の強化 

救難船舶や地域の防災拠点としての役割を踏まえ、桜島の大規模噴火をはじめと 

する災害に備えた対策を強化します。 

基本目標５ 環境にやさしい施策の推進 

環境負荷の軽減を図るため、省エネ運航等を推進し、「ゼロカーボンシティかごしま」

の実現に貢献します。 
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【目標指標一覧】  

 

基本目標毎に、主要な指標を設定し、目標を掲げます。 

 

※1 トップページのアクセス数 

※2 目標は現況からの累積 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 指標内容 
現況 目標 目標 

(R6年度末) (R10年度末) (R13年度末) 

１ 安全運航の推進 
運航に係る重大事故

件数 
0件 0件 0件 

 
油濁による海洋汚染

事故件数 
0件 0件 0件 

２ 効率的で持続可

能な経営の実現 

旅客の輸送量 2,766千人 
6年度比平均上昇率 

2％以上 

車両の輸送量 954千台 
6年度比平均減少率 

1.5％以内 

資金不足比率 0％ 20％未満 20％未満 

３ 乗客サービスの

向上 

ホームページアクセ

ス数※1 
377,702回 393,000回  404,000回  

４ 地域防災対策の 

強化 

船舶離着岸訓練及び

情報伝達訓練回数 

4回 

(各船 1 回/年) 

4回 

(各船 1 回/年) 

4回 

(各船 1 回/年) 

５ 環境にやさしい

施策の推進 

省エネ運航 

（燃料の削減量※2） 
17,000ℓ 48,000ℓ 69,000ℓ 
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１０ 船舶事業のあるべき姿（２０３１年ビジョン） 

本計画の最終年度である令和１３年度の船舶事業のあるべき姿を「２０３１年ビジョン」

として定め、利用者のご理解を得ながら、ビジョン※の実現に向け、船舶局一丸となって

取り組みます。 

 

 

（１） 「安全で快適な運航」を推進し、事故ゼロとなっています。 

 

   〔具体的方策〕安全管理の徹底 など 

 

 

（２） 海上交通機関としての責務を果たしていくため、収益の確保と徹底した経費削 

   減を推進し、将来にわたり持続可能な経営となっています。 

 

   〔具体的方策〕適正な運賃等の設定による収益の確保 

          資金の確保 

          コストの抑制 

          運航体制等の見直し など 

 

 

（３） 観光資源としての桜島フェリーの魅力をブラッシュアップ※するとともに、 

桜島・錦江湾の魅力発信やフェリーターミナルを活用したにぎわい創出など、 

桜島地域の魅力ある地域づくりに貢献しています。 

 

 

   〔具体的方策〕観光関連団体等との連携・協力 

          桜島港フェリーターミナルの活用促進 

          多様なツールによる情報発信の充実 

          インバウンド需要増への対応 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０３１年ビジョン 



 第六次鹿児島市総合計画

１１ 経営計画体系図

５ 環境にやさしい施策の推進

①信頼とやさしさの
ある 共創のまち

【信頼・共創 政策】

②自然と都市が
調和した うるおいのあるまち

【自然・環境 政策】

③魅力にあふれ
人が集う 活力あるまち
【産業・交流 政策】

④自分らしく
健やかに暮らせる
安心安全なまち

【健康・安心 政策】

⑤豊かな個性を育み
未来を拓く 誇りあるまち
【子ども・文教 政策】

⑥質の高い暮らしを
支える 快適なまち
【都市・交通 政策】

１ 安全運航の推進

２ 効率的で持続可能な経営の実現

３ 乗客サービスの向上

基本目標基本目標

経営理念「安全で快適な運航、効率的で持続可能な事業運営」を基本に、新たな課題等に的確に対応し、船舶
効率的に活用し、将来にわたって、船舶事業を健全に運営していくこととします。
また、この理念のもとに、５つの基本目標を掲げ、１１の重点取組項目を着実に実行していきます。

経営理念

つ
な
が
る
人
・
ま
ち

彩
り
あ
ふ
れ
る

躍
動
都
市
・
か
ご
し
ま

都
市
像
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４ 地域防災対策の強化



交流人口の拡大に向けた
関係機関との連携

快適な運航サービスの提供

～安全で快適な運航、効率的で持続可能な事業運営～

 
 

②

利用促進活動の強化

③

情報の共有化

柔軟な組織の見直し

③

適正な運賃等の設定による収益の確保

④

安全管理の徹底①

船舶の計画的保有②

危機管理対応の充実①

人材の育成①

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

環境保全の推進①

「ゼロカーボンシティかごしま」への貢献②

省エネ運航の徹底③

モーダルシフトの促進④

具体的方策

事業の特性や公営企業のあるべき姿を踏まえながら、多様な手法により、限られた資源を、最大限

重点取組項目

経営環境の変化への柔軟な対応（１）

緊急事態への対応強化（２）

安全運航の推進（１）

環境保全活動の推進（１）

資金の確保②

広告収入の確保④

コストの抑制①

運航体制等の見直し②

観光関連団体等との連携・協力①

桜島港フェリーターミナルの活用促進①

ＮＰＯ法人等との連携②

職場体験等の受入③

救難船舶としての機能充実①

災害対応体制の構築②

多様なツールによる情報発信の充実①

質の高いストレスフリーな決済サービス①

ホスピタリティあふれる対応②

すべての利用者にやさしいサービスの提供③

事業継続のための財源確保（２）

徹底した経費削減（３）

（１）

（２）

①

働き方改革等の推進

桜島や錦江湾を活かした教育への活用促進②

23

インバウンド需要増への対応②

桜島の大規模噴火対策など
地域防災への対応

（１）

桜島港フェリーターミナルのにぎわい創出（３）

魅力発信の充実（４）

公共交通機関等との連携④

③
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１２ 基本目標に基づく重点取組項目・具体的方策 

経営理念のもとに、５項目の基本目標を掲げ重点取組項目を着実に実行し

ていくことにより、局の将来像「船舶事業のあるべき姿（２０３１年ビジョ

ン）」の実現に向け取り組みます。 

 

 

重点取組項目（１） 安全運航の推進  

 

 

 

 

【具体的方策① 安全管理の徹底】 

ア 安全意識の向上 

ＩＳＭコード（国際安全管理コード）※に基づき内部監査等を継続的に行

い安全運航に努めます。  

また、局全体で運航に係る情報共有を行い、職員間の連携及び気象状況等

に応じた運航体制の強化を図り、安全意識の向上に取り組みます。 

イ 船舶の安全運航 

船舶の安全を確保するため、安全管理システム管理責任者の監督のもと、

船上においては船長を最高責任者として、人命・船体・車両の安全、海洋環

境保全等の確保に努め、事故や故障等のない安心安全な運航を推進します。 

ウ 車両誘導員等の安全管理体制 

車両誘導員などを適正に配置するとともに、安全管理規程やその他の法令

等を遵守し、さらに業務マニュアルに沿った作業遂行により「事故ゼロ」を

目指します。 

また、事故防止の観点から、ヒヤリ・ハット※等の情報共有の徹底や船員

との連携を図るとともに、安全を最優先した管理体制を構築します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

取組 

ウ 

          

 

継続的に実施 

基本目標１ 安全運航の推進 

 

継続的に実施 

継続的に実施 
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【具体的方策② 船舶の計画的保有】 

ア 船舶ストックマネジメント 

船舶の保守整備基準に基づいた整備を行い、使用年数の延長及びライフサ

イクルコスト※の縮減・平準化を念頭においた維持管理に努めます。 

イ 新船建造 

新船の建造にあたっては、業務量や経営状況等を総合的に勘案し、時期や

規模・設備の検討を行い、経済性・輸送効率を重視した上で、安全で環境や

人にやさしい船舶を建造します。 

なお、第２期経営計画期間内は、整備の徹底や主要機関部品等を整備する

ことで、船舶の延命化を図り、現保有船の使用年数延長の検討にあわせて、

建造時期の見直しを行います。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討 

継続的に実施 
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重点取組項目（２） 緊急事態への対応強化  

 

 

 

 

【具体的方策① 危機管理対応の充実】 

ア 緊急事態への対応 

船舶の海難事故、人身事故及び海洋汚染事故等の緊急事態において、安全

管理システムのマニュアルに基づき、迅速かつ適切に対応することにより、

事態の拡大防止及び乗客等の安全の確保を図ります。 

イ 緊急対応訓練の充実 

安全管理システムのマニュアルに基づき船内での人身事故・火災・テロそ

の他の緊急対応訓練を毎月実施することにより、乗組員の知識や技術力の向

上に努めます。また、船舶局全体及び外部機関との緊急対応訓練を実施しま

す。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 

継続的に実施 



27 
 

 

 

重点取組項目（１） 経営環境の変化への柔軟な対応  

 

 

 

 

【具体的方策① 人材の育成】 

ア 職員研修の充実 

お客様から信頼される船舶局を目指すため、全職員を対象とした接遇研修

や安全運航に関する研修、公務員倫理の意識向上を図るための研修等の充実

を図ります。 

また、引き続きハラスメント防止を含むコンプライアンス※に関する研修

を行い、職員のさらなる資質向上を図ります。 

イ 職員の健康管理 

適正な職務を遂行する上で、職員の健康管理が重要であることから、健康

相談やストレスチェックなどを実施します。また、健康に関する情報を発信

することで、職員のヘルスリテラシー※の向上に取り組みます。 

ウ 職員提案の実施 

職員のもつ自由な発想力や着眼点を活かすため、テーマを定めて市長事務

部局等の職員からも斬新な着想や意見を募集し、業務の改善や効率化を図る

とともに、心のこもった乗客サービスに繋げます。 

エ 人事評価制度の活用 

船舶事業を取り巻く厳しい経営環境の変化に柔軟かつ的確に対応し、課題

を自らの創意と工夫により解決していくためには、職員の意識の変革、意欲

の向上を図り、その資質と能力をより一層高めていくことが必要であること

から、人事評価制度を実施し、人材育成を推進します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

取組 

ウ 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

エ 

          

基本目標２ 効率的で持続可能な経営の実現 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 
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【具体的方策② 柔軟な組織の見直し】 

ア 適正な定数・人件費の見直し 

船舶の安全運航を基本に、社会経済情勢の変化やお客様ニーズに応じた施

策を効率的かつ効果的に展開できるよう、組織や運航体制を適宜見直すこと

により、適正な定数管理を行います。 

イ キャリアアップの形成 

女性職員の職業生活における活躍を推進するため、長期的人材育成の観点

から女性職員を対象としたキャリアアップ研修等、様々な経験を積む機会を

提供し、女性職員のキャリアアップ意識の向上を図ります。 

また、職種を超えた業務への人事配置や市長事務部局等との人事交流を行

うことで、キャリアアップ形成を図ります。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

【具体的方策③ 働き方改革等の推進】 

職員の仕事と生活の調和「ワークライフバランス」を推進するため、時間外

勤務等の縮減、年次有給休暇の取得促進を図るとともに、時差出勤制度の活用

や育児休業の取得率向上に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 
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【具体的方策④ 情報の共有化】 

ア 経営改善への活用 

資金状況や業務量などについて、速やかに局内の情報共有を図り、社会経

済情勢の変化やお客様ニーズと照らし合わせ、事業運営に反映させることで、

経営状況の改善に努めます。 

イ 接遇マナー向上等への活用 

お客様からのご意見やご要望について、局内で情報を共有し、業務の改善

や接遇マナーの向上に努めます。 

ウ 安全運航の確保への活用 

安全運航を確保するため、安全管理システムのマニュアルに基づき、技術

面における知識や船舶におけるインシデント情報を局全体で共有化し、技術

の伝承や職員の安全意識及び資質の向上に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

取組 

ウ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 
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重点取組項目（２） 事業継続のための財源確保  

 

 

 

 

【具体的方策① 適正な運賃等の設定による収益の確保】 

ア 運賃改定の検討 

運賃については、地方公営企業法第２１条第２項に定める原価主義※に基

づき適正に設定することを基本とし、経営状況や社会情勢等を踏まえた改定

を検討するとともに、繁忙期の需要に応じたダイナミックプライシング※の

導入を検討します。 

イ 割引制度の見直し 

繁忙期・通常期・閑散期それぞれの利用状況を旅客・車両別に分析し、収

益増につながる新たな割引制度を含め、見直しを検討します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

【具体的方策② 資金の確保】 

活用できる補助金等について情報収集に努めるとともに、国や県に要望を行

うなど、積極的に取り組みます。 

交通、観光振興、防災対策など、桜島フェリーの公的役割を維持していくた

め、財政支援について関係機関と協議するほか、交通事業債（経営改善推進事

業）※や保有資産の活用など資金の確保に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

継続的に実施 

調査 検討 

検討 調査 
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【具体的方策③ 利用促進活動の強化】 

ア 貸切船の利用促進 

企業や学校等を対象とした貸切船の営業活動を継続するほか、新たなイベ

ントクルーズを検討するなど、事業の活性化に努めます。 

また、マリンポートかごしまに寄港するクルーズ船からの二次交通として

の活用などを検討します。 

イ 販売業務の推進 

車両回数券については、引き続き販売実績のある事業所や官公庁との取引

を継続し、その維持に努めるとともに、新たな事業所へのダイレクトメール

やアンケート調査等の実施により、利用拡大を図ります。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

          

取組 

イ 

          

 

【具体的方策④ 広告収入の確保】 

広告掲出のニーズを把握し、新たな掲出場所や広告媒体を研究するなど、船

内やターミナルを活用した多様な広告を通じて収入確保に努めます。 

また、フェリーターミナル等へのネーミングライツ導入について検討します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 

ネーミングライツ 

継続的に実施 

継続的に実施 

検討 
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重点取組項目（３） 徹底した経費削減  

 

 

 

 

【具体的方策① コストの抑制】 

ア 燃料費の縮減 

船舶の燃料となるＡ重油価格は経営に大きな影響を与えることから、効率

的な給油方法等の検討を行うなど可能な限りコストの抑制に取り組みます。 

イ 施設ストックマネジメント※の推進 

航路附属施設等について、予防保全型の維持管理を計画的に行い、費用の

平準化と施設の長寿命化に取り組みます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

【具体的方策② 運航体制等の見直し】 

経営状況や輸送量を踏まえ、需要に応じた運航ダイヤを設定するなど、利用 

者サービスに配慮しながら、効率的な運航体制の構築に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４隻体制 

 

５隻 
体制 
 

継続的に実施 

継続的に実施 
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重点取組項目（１） 快適な運航サービスの提供  

 

 

 

 

【具体的方策① 質の高いストレスフリー※な決済サービス】 

ア 旅客運賃決済の利便性向上 

多様化するキャッシュレス決済に柔軟に対応し、利用者の利便性向上を図

ります。 

また、交通系ＩＣカード「ラピカ」については、システム及び機器等の老

朽化や、利用者の要望等を踏まえ、交通局や民間バス事業者とともに今後の

ＩＣ乗車カードのあり方について検討します。 

イ 車両運賃決済の利便性向上 

効率的で利便性の高い新たな料金決済サービスの導入について調査研究

を進め、サービス向上や料金所周辺の混雑緩和に取り組みます。 

ウ 時代の要請に即した新たなチケットの造成 

情報技術の発展に応じたデジタルチケットの造成、研究を進め、新たな交

通ネットワークの実現に寄与するとともに移動の利便性向上を図ります。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

取組 

ウ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 乗客サービスの向上 

調査研究 

検討 

検討・実施 
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【具体的方策② ホスピタリティ※あふれる対応】 

ア おもてなしの心を持った対応 

お客様は、乗船されるそのひと時に桜島フェリーに対する印象を持たれる

ことから、職員一人ひとりが、常におもてなしの心を持って、乗客サービス

に努めます。 

イ 乗船データ等の活用 

定期便の時間帯毎の乗船データを分析するとともに、定期便や貸切船乗船

者の意見等を収集し、利用者のニーズを踏まえたサービスの充実に努めます。 

ウ モニター制度等の活用 

船舶モニターや桜島フェリーインフルエンサー、お客様から寄せられる船

舶事業全体に対するご意見、ご要望等を踏まえ迅速に対応するなど、利用者

ニーズに合った経営に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

取組 

ウ 

          

 

【具体的方策③ すべての利用者にやさしいサービスの提供】 

引き続き高齢者や介助を必要とするお客様への対応や、エレベーター付きバ

リアフリー船の案内など、利用者に配慮したサービスに努めます。 

また、高齢ドライバーからの要望に応じて、１階車両甲板に誘導するなど、

安心安全な車両誘導となるよう配慮します。 

このほか、すべての利用者にやさしいサービスの提供に向けて調査研究を進

め、快適な運航を推進します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 
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【具体的方策④ 公共交通機関等との連携】 

バス事業者などの公共交通機関等と連携し、利用しやすい交通ネットワーク

づくりに貢献することにより、利用者の利便性向上に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 
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重点取組項目（２） 交流人口の拡大に向けた関係機関との連携  

 

 

 

 

【具体的方策① 観光関連団体等との連携・協力】 

ア 観光イベント等の連携 

桜島フェリーは、桜島・大隅地域でのイベントやスポーツ大会等へのアク

セスとしての役割を担っていることから、引き続き各種イベントにおける連

携・協力に努めます。 

イ 観光部局等と連携したプロモーション活動 

観光振興や交流人口の増加を図り、桜島フェリーの利用者増に繋げるため、

観光部局等と連携したプロモーション活動を展開するとともに、幅広いメデ

ィアへの取材協力を行うことにより、桜島や錦江湾の魅力を広く国内外に発

信します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

【具体的方策② 桜島や錦江湾を活かした教育への活用促進】 

桜島・錦江湾ジオパーク及び霧島錦江湾国立公園の魅力を活かした貸切船の

活用について、県内外の教育機関や旅行代理店に向けた営業活動及び観光関連

団体と連携したプロモーションを行い、教育旅行の誘致や遠足等の校外教育へ

の利用促進に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 
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重点取組項目（３） 桜島港フェリーターミナルのにぎわい創出  

 

 

 

 

【具体的方策① 桜島港フェリーターミナルの活用促進】 

コミュニティスペースや隣接するイベント広場について、イベント開催や展

示用のギャラリーなどへの活用を促進することにより、フェリーターミナルの

にぎわいを創出し、桜島地域の拠点として活性化に貢献します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

【具体的方策② ＮＰＯ法人等との連携】 

ＮＰＯ法人や事業者等、地域に根差した活動を展開している団体と、桜島地

域の魅力を活かした情報発信やイベント等で連携し、交流人口の増に繋げます。 

また、フェリーターミナルでのイベント開催の協力を行うなど、その活動を

支援します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 

継続的に実施 
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重点取組項目（４） 魅力発信の充実  

 

 

 

 

【具体的方策① 多様なツールによる情報発信の充実】 

船舶局が運用するＳＮＳを活用し、利用者に迅速かつ正確な運航状況の提供

や桜島フェリーの魅力発信に取り組むとともに、テレビ・ラジオ・雑誌など多

様な媒体を活用することにより情報発信の充実に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

【具体的方策②】 インバウンド需要増への対応 

ア ＳＮＳの効果的な運用 

インバウンド需要の回復を捉え、外国人観光客に対し訴求力のあるコンテ

ンツの研究を行うとともに、動画コンテンツの多言語化を図るなど、ＳＮＳ

を活用した利用促進に取り組みます。 

イ 旅行代理店等への営業活動 

訪日外国人旅行者を多く受け入れる旅行代理店に対して、動画コンテンツ

を活用するなど営業活動を強化し、インバウンド需要の取り込みに努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 
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【具体的方策③ 職場体験等の受入】 

職場体験学習の実施に取り組み、次代を担う子どもたちのキャリア教育をサ

ポートします。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 
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重点取組項目（１） 桜島の大規模噴火対策など地域防災への対応  

 

 

 

 

【具体的方策① 救難船舶としての機能充実】 

鹿児島市地域防災計画における救難船舶として、住民等の安全かつ迅速な避

難に努めるとともに、緊急車両の効率的な輸送を目指し、定期的な離着岸訓練

等の実施を継続します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

【具体的方策② 災害対応体制の構築】 

桜島火山爆発総合防災訓練等に参加し、情報共有を図り、災害対応の体制強

化に努めます。また、桜島の大規模噴火等発生時に全島避難となり、桜島港が

使用不可となった場合の鹿児島港での係船等について検討します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 地域防災対策の強化 

継続的に実施 

継続的に実施 
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【具体的方策③ 業務継続計画（ＢＣＰ）※の策定】 

桜島フェリーは、桜島・大隅地域の生活航路として、また災害時には救難船

舶としての役割を担うことから、桜島の大規模噴火等においても業務継続又は

速やかに業務を再開する必要があります。詳細な事業再開方法等の検討を進め

ることにより、対処に必要な行動の全体像や手順を明らかにしたＢＣＰを策定

し、さらなる災害対応力の強化を図ります。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定・実施 計画の検討 
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（１） 環境保全活動の推進  

 

 

 

 

【具体的方策① 環境保全の推進】 

今後とも桜島港フェリーターミナル周辺などの清掃活動を定期的に実施し、

環境保全に努めます。また、海についての理解や関心を深め、環境保全に対す

る意識啓発に貢献するため、環境保全や海洋教育等をテーマとした民間団体等

の活動を支援します。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

【具体的方策② 「ゼロカーボンシティかごしま」への貢献】 

環境に配慮した省エネ運航の推進をはじめ、次世代燃料等に関する調査研究

や施設の消費エネルギーの抑制、保有車両の更新時に電気自動車等への切替の

検討など、ゼロカーボンシティかごしまの実現に向けた取組を進めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標５ 環境にやさしい施策の推進 

継続的に実施 

継続的に実施 
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【具体的方策③ 省エネ運航の徹底】 

ア 燃料消費の抑制 

温室効果ガス排出量の削減など環境にやさしい運航を行うため、基準航路

及びエンジン基準回転数を遵守するとともに、船内設備等の省エネに対する

取組を強化します。 

イ 防汚塗装による推進効率の向上 

プロペラ等に海洋生物を付着させない防汚性に優れた塗装を行うことで

推進効率を向上させ、環境負荷や燃料消費量の低減を図ります。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 

ア 

 

 

 

 

  

 

      

取組 

イ 

          

 

【具体的方策④ モーダルシフト※の促進】 

桜島フェリー等の公共交通機関の利用を図ることが、温室効果ガス排出量の

削減に有効であることから、桜島フェリーの環境優位性を積極的にＰＲし、モ

ーダルシフトを促進することで、温室効果ガス排出量の低減に努めます。 

【スケジュール】 

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

取組 
 

 

 

 

  

 

      

 

継続的に実施 

継続的に実施 

継続的に実施 
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１３ 経営健全化に向けて 

（１） 現計画の財政見通しと実績との乖離 

現在の第 2期船舶事業経営計画は、令和４年度から１３年度を計画期間として３

年度に策定しました。 

策定時はまだ、新型コロナウイルス感染症拡大中であり、将来の輸送量など、先

行きを見通すことが困難な状況だったこともあり、収入や支出の見込みが現在の状

況と異なるなど、計画の財政見通しとの間に乖離が生じています。 

 

（２） 経営の課題 

これまで、現経営計画に基づく経営改善に取り組み、６年７月には運賃改定を実

施することで一定の収支改善効果は得られましたが、収入の柱である車両輸送量の

回復が予想を下回っているほか、物価高騰等の影響で支出も増加傾向にあるなど、

収支のマイナスが続き、資金不足が深刻化しています。 

 

① 今後の財政見通し 

６年度決算値をベースに今後の財政見通しを試算します。 

 

（試算条件） 

ア 収 入 

輸送量 （車両）年平均 １．５％減 

 （旅客）年平均 ２％増 

イ 支 出 

人件費         年平均１．５％増 

燃料費         直近の重油単価 

修繕費・委託費等 見込まれる船舶・施設の整備費用 

減価償却費       見込まれる費用 

 

※ 上記の条件で試算すると１１年度には資金不足比率が経営健全化基準の 

２０％以上になり経営健全化団体に指定されることが懸念されます。 

    経営健全化団体に指定された場合、経営改善に向けたより厳しい対策の

実施が必要になることから、運賃や輸送体制、運航ダイヤへの影響も懸念

されます。 
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(３) 新たな対策の実施 

このような事態を回避するため、見直し後の経営計画では、輸送量の動向や収支

の状況を踏まえながら、これまでの取組に加え、以下の取組を実施または検討しま

す。 

 

① 新船建造の延期 

第２期経営計画期間中に予定していた新船建造について、５年間先送りしま 

す。なお、使用中の船舶は、整備の徹底や交換部品の確保などにより使用期間を

３０年から３５年へ５年間延長します。 

ア 発注時期 令和９年度から１４年度へ変更 

イ 対象船舶 第十六櫻島丸 後継船 

ウ 建 造 費 約４０億円（見込み） 

エ 効   果 借入金の償還時期を後年度に移行することで、償還にかかる 

財政負担を平準化できます。 

 

 

 

 

 

①　収益的収入及び収益的支出（税抜） （単位：百万円）

4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計

2,253 2,432 2,529 2,592 2,504 2,489 2,434 2,444 2,362 2,359 24,398

1,750 1,838 2,044 2,104 2,091 2,078 2,065 2,053 2,042 2,031 20,096

180 90 136 111 124 146 148 154 172 171 1,432

2,606 2,773 2,629 2,804 2,643 2,635 2,642 2,581 2,482 2,508 26,303

△ 353 △ 341 △ 100 △ 212 △ 139 △ 146 △ 208 △ 137 △ 120 △ 149 △ 1,905

②　資本的収入及び資本的支出（税込）

168 268 256 229 295 349 340 277 168 214 2,564

336 430 518 473 537 608 623 523 394 444 4,886

△ 168 △ 162 △ 262 △ 244 △ 242 △ 259 △ 283 △ 246 △ 226 △ 230 △ 2,322

③　年度末資金残高（税抜）

50 87 183 0 3 △ 229 △ 407 △ 651 △ 904 △ 1,171 ｰ

 -  -  -  -  - 10.7% 19.2% 30.9% 43.1% 56.2% ｰ

資本的収支不足額

年度末資金残高

資金不足比率

資本的支出

純損益

資本的収入

うち他会計負担金・補助金

収益的支出

収益的収入

うち運航収益

　　　　　　　　　　　　　　年度
項目
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② 旅客運賃改定の検討  

国内外からの観光客の利用も多い旅客運賃について、住民等の負担ができるだ 

け小さくなる方法での運賃改定を検討します。 

ア  概 要 現金、クレジットカード、交通系ＩＣカードなどに限定した改定 

       ※ラピカ等（回数券）、定期券、車両同乗者については据置き 

イ 増収見込 改定額１００円（片道２５０円→３５０円）  約１億円/年 

ウ 実施時期 令和９年度以降 

 

③ 資産の売却  

収支の状況を踏まえながら、やむを得ない場合に保有する土地等の売却を検討 

します。 

ア 対象資産 鹿児島港立体駐車場（土地と構造物） 

イ 所 在 地 小川町 1,286㎡（390坪）  

ウ 実施時期 未定 

 

④ 交通事業債(コロナ禍後の減収を補てんする企業債)の活用 

コロナ禍での経営悪化に対する資金手当てとしての「特別減収対策企業債」

を引き継ぐかたちで創設された交通事業債(経営改善推進事業)を引き続き活用

し、資金を確保します。 

ア 発行時期  令和７年度、８年度（起債できる最終年度） 

イ 発行見込額 総額 ２億５，５００万円 

ウ 発行実績  令和３年度、４年度、５年度 総額 ９億１，５００万円 

 

⑤ 関係機関への支援要請 

      桜島フェリーの交通、防災対策、観光振興への役割も踏まえ、国、県、市一

般会計からの補助金等の確保に努めます。 
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≪新たな対策を実施した場合の収支見通し≫ 

 （２）①の試算条件に加え、（３）の各対策を実施した場合の財政見通しを試算すると 

下表のとおり、１３年度まで資金不足比率は２０％未満を維持できると見込まれます。 

※土地売却は１２年度実施で試算 

 

 

 

 

 

 

 

①　収益的収入及び収益的支出（税抜） （単位：百万円）

4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計

2,253 2,432 2,529 2,592 2,539 2,591 2,559 2,569 2,671 2,474 25,209

1,750 1,838 2,044 2,104 2,091 2,146 2,156 2,144 2,133 2,122 20,528

180 90 136 111 159 180 182 188 203 203 1,632

2,606 2,773 2,629 2,804 2,644 2,635 2,643 2,581 2,481 2,507 26,303

1,154 1,063 1,154 1,265 1,258 1,258 1,261 1,214 1,231 1,248 12,106

342 299 314 321 313 313 313 313 313 313 3,154

434 466 459 442 297 293 298 284 175 169 3,317

△ 353 △ 341 △ 100 △ 212 △ 105 △ 44 △ 84 △ 12 190 △ 33 △ 1,094

②　資本的収入及び資本的支出（税込）

168 268 256 229 295 349 340 277 243 214 2,639

168 196 251 229 204 207 231 188 158 169 2,001

336 430 518 473 537 608 623 523 391 441 4,880

237 294 311 441 413 434 435 434 381 393 3,773

99 99 192 32 32 32 79 0 0 0 565

△ 168 △ 162 △ 262 △ 244 △ 242 △ 259 △ 283 △ 246 △ 148 △ 227 △ 2,241

③　年度末資金残高（税抜）

50 87 183 0 2 △ 128 △ 182 △ 301 △ 166 △ 314  - 

 -  -  -  -  - 5.8% 8.2% 13.7% 7.6% 14.5%  - 

年度末資金残高

資金不足比率

うち船舶建造年賦支払金

資本的支出

資本的収支不足額

資本的収入

うち企業債償還金

うち減価償却費

純損益

　　　　　　　　　　　　　　年度
項目

収益的収入

うち運航収益

うち人件費

うち燃料費

うち他会計負担金・補助金

収益的支出

うち他会計補助金
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１４ 計画の推進 

(1) 推進体制  

船舶事業においては、収益の柱である車両輸送の大幅な増加が見込めないほか、諸

物価の上昇も予想されることから、今後も引き続き厳しい経営状況が続くと思われま

す。 

このため、変化する情勢を的確に見据えながら計画を推進するため、各年度予算編

成の中で具体的な事業運営方針を定めるなど、効率的かつ持続可能な事業運営に取り

組んで参ります。 

また、推進にあたっては、局内の経営計画推進委員会において、重点取組項目に基

づく個別の具体的方策の進行管理の徹底や定期的な進捗状況の把握に努めるととも

に、学識経験者や公募市民等により構成されている船舶事業経営審議会の意見や提言

も踏まえながら計画的かつ積極的に推進していきます。 

 

【標準的なスケジュール】 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

事業運営方針       ●      

経営計画 
推進委員会 
（局内） 

  ●     ●     

船舶事業 
経営審議会 
（外部） 

   ●     ●    
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 (2) 事業評価  

本計画に掲げる重点取組項目や具体的方策の実効性を高めるために、経営計画推進

委員会（局内）において、ＰＤＣＡサイクル※に基づいた事業評価を実施し、計画の

達成度の評価や、その評価に至った原因の分析等を行い、計画を随時見直します。 

また、船舶事業経営審議会（外部）において、評価の結果や各種施策の進捗状況、

問題点等に関する意見や提言をいただき、各年度の事業運営方針や今後の経営計画の

見直し等に反映させます。 

 

 

 （ＰＤＣＡサイクルのイメージ） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 公表の方法  

計画の進捗及び達成状況等については、(2)の評価を実施後、船舶局のホームペー

ジ等を通じて公表します。 

 

① Ｐｌａｎ（計画） 

従来の実績や将来の予測などをもとにして

事業計画を作成する。 

② Ｄｏ（実施・実行） 

計画に沿って事業を行う。 

③ Ｃｈｅｃｋ（点検・評価） 

事業の実施が計画に沿っているかどうかを

評価する。 

④ Ａｃｔｉｏｎ（改善・見直し） 

評価に基づいて、随時改善・見直しを行う。 
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（参考資料） 

 用語解説 

用語 解説 
初掲載 
ページ 

あ ＩＳＭコード（国際安全

管理コード） 

海上における安全、損害または人命の損失

ならびに海洋環境及び財産の傷害回避を実行

するための国際ルールであり、桜島フェリー

は任意で整備している。 

２４ 

安全管理システム 職員が効果的に安全及び環境保護の方針を

実施できるように構築され、かつ文書化され

たシステムのこと。 

７ 

インシデント情報 実際には、事故に至らなかったが、事故に

至る可能性の大きかった事態のこと。 
１８ 

インバウンド 外国人の訪日旅行のこと。 １４ 

ＳＮＳ（エスエヌエス） ソーシャルネットワーキングサービスのこ

と。Ｗｅｂ上で人と人とのコミュニケーショ

ンを図るサービスで、Ⅹや Instagram、

Facebookなどのサービスがある。 

３８ 

大隅縦貫道 鹿児島県鹿屋市を起点とし肝属郡南大隅町

に至る地域高規格道路のこと。 
１１ 

か 鹿児島市地域防災計画 災害対策基本法第４２条の規定に基づい

て、鹿児島市の地域にかかる防災に関し、総

合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を

図ることを目的に策定されており、災害の種

別に応じて、「風水害対策編」、「火山災害対策

編」、「震災対策編」、「津波災害対策編」、「原

子力災害対策編」から構成される。 

６ 

業務継続計画（ＢＣＰ） 大規模な地震災害等によって、利用可能な

資源が制約される状況で、応急業務や業務継

続の優先度の高い通常業務を特定し、非常時

優先業務の継続に必要な資源の確保・配分や、

そのための手続、指揮命令系統の明確化等を

図ることで、適切に業務が執行できるように

するための計画のこと。 

４１ 
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用語 解説 
初掲載 
ページ 

か 錦江湾ナイトクルーズ 民間事業者と連携した夜の観光コンテンツ

であり、市街地の夕焼けや夜景を眺めながら、

花火や食事を楽しめるクルーズ。令和５年度

より事業開始。  

５ 

経営健全化計画 地方公共団体の財政の健全化に関する法律

に基づき、経営の状況が悪化した要因の分析

の結果を踏まえ、経営の健全化を図るため必

要な最小限度の期間内に、資金不足比率を経

営健全化基準である２０％未満とすることを

目標として、定めることが義務づけられてい

るもの。 

１７ 

経営戦略 各公営企業が、将来にわたって安定的に事

業を継続していくための中長期的な経営の基

本計画のこと。 

１ 

原価主義 料金は公正妥当なものでなければならず、

かつ、能率的な経営の下における適正な原価

を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確

保することができるものでなければならない

とする考え方 

３０ 

交通系ＩＣカード 非接触型ＩＣカード方式を採用している電

子マネー機能付き乗車カードのこと。 
７ 

コンプライアンス 企業が法令などを遵守すること。 

 
２７ 
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 用語 解説 
初掲載 
ページ 

さ 桜島・錦江湾ジオパーク 「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公園（パ

ーク：Park）」とを組み合わせた言葉で、「大

地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、

丸ごと楽しむことができる場所のこと。桜

島・錦江湾ジオパークは、２０１３年に日本

ジオパークに認定された。 

５ 

ＧＰＳ アメリカ合衆国によって運用される衛星測

位システム（地球上の現在位置を測定するた

めのシステム）のこと。 

８ 

ＪＮＴＯ外国人観光案

内所 

外国人旅行者が地域を訪れた際の窓口、情

報収集拠点となり、安心して旅行することが

できる環境を実現することを目的としたＪＮ

ＴＯ（日本政府観光局）が認定する観光案内

所 

６ 

資金不足比率 資金不足比率＝資金不足額／事業規模（営

業収益の額－受託工事収益の額） 
１ 

新型コロナウイルス感

染症 

SARS-Cov-2 ウイルスによって引き起こされ

る感染症であり、２０１９年から全世界に感

染が拡大した。 

１ 

新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時

交付金 

新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感

染拡大の影響を受けている地域経済や住民生

活の支援等を通じた地方創生を図ることを目

的とした交付金。 

８ 

ストックマネジメント 既存の建築物（ストック）を有効に活用し、

長寿命化を図る体系的な手法のこと。 
３２ 

ストレスフリー ストレス（心身に過剰な負担がかかってゆ

がみが生じること）がないこと。 
３３ 

ソーシャルディスタン

ス 

感染抑制のための手段として、人と人との

間に取る物理的な距離のこと。 
７ 

た ダイナミックプライシ

ング 

動的な価格設定を行うことで、需要の調整

を図り、利益の最大化を目的とする手法のこ

と。 

３０ 
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用語 解説 
初掲載 
ページ 

た 第六次鹿児島市総合計

画 

本市の将来像と長期的なまちづくりの基本

目標を明らかにし、その実現に向けた施策の

基本的方向や体系を示した上で、市民と行政

がともに考え、ともに行動する協働・連携の

まちづくりを進めていくための計画で、令和

４年度から１３年度までの１０年間を計画期

間としている。 

１ 

地域公共交通確保維持

改善事業費補助金 

地域公共交通の存続が危機に瀕している地

域において地域の特性・実情に最適な交通手

段を確保・維持するために実施する事業を支

援することを目的とした補助金。 

８ 

ドクターヘリ ドクターヘリは，医療機器や医薬品を搭載

した救急医療専用のヘリコプターで，専門の

医師と看護師が搭乗して救急現場などに急行

し，現地で患者の治療を開始するとともに，

いち早く医療機関へ搬送するもの 

５ 

デジタルチケット スマートフォンや PCで表示・管理できる電

子的なチケット。 
８ 

特別減収対策企業債 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

めの取組に伴う利用者の減少等により、発生

又は拡大する公営企業の資金不足額に係る地

方債（発行期間 令和２年度から５年度ま

で）。 

１６ 

は バリアフリー バリア（障壁）をなくすことを意味する。

もともとの建築用語では、建物内の段差の解

消や、出入口や廊下の幅の拡幅など、障害者

や高齢者などが生活するのに支障のないデザ

インを導入すること。 

６ 

ＰＤＣＡサイクル（ピー

ディーシーエーサイク

ル） 

業務遂行に際し、計画を立て（Plan）、実行

し（Do）、その評価（Check）に基づいて改善

（Action）を行うという工程を継続的に繰り

返す仕組み（考え方）のこと。 

４９ 
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 用語 解説 
初掲載 
ページ 

は 東九州自動車道 福岡県北九州市を起点とし、大分県、宮崎

県を経由し、鹿児島県姶良市に至る高速道路

の路線名・道路名のこと。 

１ 

ビジョン 将来のある時点でどのような発展を遂げて

いたいか、成長していたいかなどの構想や未

来像のこと。 

２１ 

ヒヤリ・ハット 重大な災害や事故には至らないものの、直

結してもおかしくない一歩手前の事例の認知

のこと。 

２４ 

ブラッシュアップ 企画やアイデアなどを再考し、より良いも

のにするために磨きをかけること。 
２１ 

ヘルスリテラシー 健康に関する情報を探し出し、理解して、

意思決定に活用し、適切な健康行動につなげ

る能力のこと。 

２７ 

ホスピタリティ お客様を親切にもてなすこと。 ３４ 

ま ＭａａＳ 複数の交通手段（電車、バス、タクシー、

シェアサイクルなど）を統合し、スマホアプ

リなどで検索・予約・決済まで一括で行える

サービス。 

８ 

ま モーダルシフト トラック等の自動車で行われている貨物輸

送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へ転

換すること。 

４３ 

や よりみちクルーズ 桜島と錦江湾の魅力を海上から約５０分間

で身近に楽しめる「プチクルーズ」。 

平成２３年３月１０日に本格運航開始 

８ 

ら ライフサイクルコスト 製品や構造物などの費用を、調達・製造～

使用～廃棄の段階をトータルして考えたも

の。 

２５ 
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